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新潟大学法学部真水康樹

前稿においては｢北京市郷･民族郷･錬人民代表大会組織条例｣の96年の改正につい

て､89年北京市郷･民族郷･鎮人民代表大会組織条例と96年北京市郷･民族郷･鎮人

民代表大会組織条例(以下､北京市組織条例と略記｡必要に応じて年骨を語頭に付ける)

の条文を対照しながら検討した｡もっとも､｢北京市郷･民族郷･錬人民代東大全組織条

例｣の96年の改正は､上位法規である｢地方各級人民代表大会および地方各級人民政府

組織法｣(以下､地方人代･政府組織法と略記｡必要に応じて年骨を静頭に付ける)の9

5年改正を受けたものであるにもかかわらず､両者の関係については充分に検討すること

ができなかった｡そこで､本稿においては､まず地方人代･政府組織法の95年の改正に

ついて､86年地方人代･政府組織法と95年地方人代･政府組織法の条文を対照しなが

ら考察し､しかるのちに95年地方人代･政府組織法の96年北京市組織条例に対する影

響について考察することとする｡

1. ｢地方各級人民代衷大会および地方各級人民政府組織法｣の9 5年改正

地方人代･政府組織法は､ 86年改正法､ 95年改正法ともに､ ｢第1車　総則｣､ ｢第

2章　地方各級人民代表大会｣､ ｢第3牽　県級以上の地方各級人民代表大会常務委員会｣､

｢第4章　地方各級人民政府｣､ ｢第5牽　附則｣の5章構成となっている｡つまり､そ

こには県レヴェル以上(省･自治区･直轄市･自治州･県･自治県･市･市轄区)の地方

人代･政府に関する規定も含まれているわけである｡本稿では､地方人代･政府組織法の

9 5年改正について全面的な考察を行うのではなく､基層政権と呼ばれる郷･民族郷･鏡

の人代･政府に関するものに考察を限定する(以下では添付【資料日の比較対照表を適

宜参照されたい)0

ここでは前稿に準じて､まず地方人代･政府組織法の9 5年改正点を､大きく二つに分

けて検討する｡すなわち､ (I)人民代表大会･議長団･主席の権限に関するもの､ (I)

政治過程の公開化･政治参加･ルールの明確化等に関するもの､であるO

(I)人民代表大会･議長団･主席の権限に関するもの

(I-A)人民代表大会の権限に関するもの

(a)主席･副主席の新設｡ 9 5年地方人代･政府組織法第1 4条第1項は｢郷･民族郷

･鎮人民代表大会に主席を置き､ 1人から2人の副主席を置くこともできる｣とした｡こ

のことは郷･鏡の人民代表大会に主席､副主席が置かれることが初めて法的に規定された

ことを意味する｡ 8 6年地方人代･政府組織法には主席･副主席に関する規定はない(1)
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86年地方入代 ･政府組織法ではいわば ｢議長団｣が集団的に主席の職責を担当するもの

と想定されていたとみることができる(2)0

(b)主席 ･副主席の選出｡ 86年地方入代 ･政府組織法のもとでも入代には郷長 ･副郷

長 ･鎮長 ･副鎮長の選挙権があったが (第 20条)､95年地方入代 ･政府組織法は新設

の入代主席 ･副主席の選出も含めて､指名 ･候補者絞 り込み ･予備選挙 ･投票方式 ･決選

投票 ･補欠選挙など入代での選挙手続について詳細に規定されている (第21条から第2

5条)(3)0

(C)主席 ･副 主席の罷免権｡86年地方入代 ･政府組織法のもとでも入代には郷長 ･副

郷長 ･鎮長 ･副鎮長の罷免権があったが (第 21条第 2項)､95年地方入代 ･政府組織

法は新設の入代主席 ･副 主席に対する罷免権を認めている (第26条第2項)o

(d)主席 ･副主席の辞職の承認｡ 86年地方入代 ･政府組織法の第 22条は地方各級人

民政府指導者の辞職の承認権を同級の人民代表大会に与えていたO同条を継承した95年

地方入代 ･政府組織法第 27条は2項だてになり､第 2項で特に郷鏡について触れ ｢郷 ･

民族郷 ･鏡の人民代表大会主席 ･副 主席､郷長 ･副 郷長､鎮長､副 鎮長は､同級人民代表

大会に対して辞職願を提出することができ､辞職願を受け入れるか否かは大会が決定する｣

としている｡

(e)補欠選挙の実施と選挙弁法の決定｡ 95年地方入代 ･政府組織法第 25条は､補欠

選挙が行われる場合の選挙弁法の決定権を入代に与えている｡ 86年地方入代 ･政府組織

法では､その第20条第4項で補欠選挙に触れられてはいるものの､選挙弁法の決定権に

関する規定はない｡.

くト B)港長団の権限に関するもの

入代会議を主宰し､招集するという議長団の基本的な権限について地方入代 ･政府組織

汝の95年改正では変化が見られない｡もっとも､郷鎮入代の主席 ･副主席や郷長 ･副 郷

長 ･鏡長 ･副鎮長の指名､選挙､罷免などの手続が詳細に規定されるようになったために､

議長団の職責はその分だけ詳しく規定されるようになっている｡

(a)予備選挙の手続｡ 95年地方入代 ･政府組織法第 22条第 1項が規定するように､

入代での選挙において ｢指名された候補者数が選挙弁法が規定した差額数を超えた場合に

は､議長団が代表に提起L酸醸 ･討論された後､予備選挙を実施する｣ことになる0 86

年組織法には予備選挙に関する規定はなかった｡

(b)罷免案の取扱｡ 95年地方入代 ･政府組織法第 26条第 2項は罷免について ｢郷 ･

民族郷 ･鏡の人民代表大会が会議を開催しているとき､議長団もしくは5分の 1以上の代

表の連名により､人民代表大会主席 ･副主席､郷長 ･副 郷長､鎮長 ･副 鎮長の羅免案を提

出することができ､議長団が審議を求めて大会に提出する｣と規定する｡ここでは86年

地方入代 ･政府組織法と較べて､罷免の対象に新設の人民代表大会主席 ･副 主席が加えら

れた｡その上で､以下の第 3項および第4項が書き加えられている｡｢罷免案にははっき

りと罷免の理由が記載されなければならない｣(第 3項)0 ｢罷免案を提出された者は議長

団会議もしくは全体会議に弁明意見を提出し､あるいは書面で弁明意見書を提出する権利

を有する｡議長団会議に提出された弁明意見もしくは書面で提出された弁明意見書は､議

長団が印刷 して会議に配布する｣(第4項)｡この改正が議長団の職権の強化にあたるか
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はにわかに断定しかねるが､少なくとも職権の明確化ではあることは確かである｡

(C)質疑案の取扱｡95年地方入代 ･政府組織法第28条は第 1項において質疑寮の取

扱を次のよう定めている｡｢地方各級人民代表大会が会議を開催 しているとき､代表は 10

名以上の連名により､同級の人民政府とそれに所属した諸業務部門および人民法院 ･人民

検察院に対する質疑案を審面で提出することができる｡質疑案は必ず質疑対象 ･質疑され

る問題および質疑の内容についてはっきりと記載しなければならない｣｡ ここでは ｢質疑

案｣とされているが､これは誠会の ｢調査権｣に近いものと考えられる｡この質疑案の取

扱における議長団の役割について､同28条の第2項および第3項は次のように規定 して

いる｡｢諦長田は質疑の回送を決定し､質疑を受けた機関が試長団会議 ･大会全体会誠も

しくは関連する専門委員会の会談で口頭で回答するか､あるいは質疑を受けた機関が番面

で回答するo議長団会誌もしくは専門委農会会蒲で回答するものについては､質疑寮を提

案した代表は会談に列席 し､意見を述べる権限を有するO級長団が必要と認めるとき､質

疑薬に対する回答の状況報告を印刷 し会議で配付することができる｣(第2項)o ｢質疑寮

に対して口頭で回答する場合には､質疑を受けた機関の資佳肴が会級にきて回答する｡質

疑薬に対して審面で回答する場合には､質疑を受けた機関の寮任肴が署名し､機長団が印

刷 し余韻で配付するか､あるいは質疑案を提出した代表に配付する｣(第 3項)｡ 86年

地方入代 ･政府組織櫨の簡単な規定と較ペて､95年地方入代 ･政府組織法第28衆では

相当詳細な規定がなされている｡この点も職権の明確化と理解する方が適切かもしれない

が､調査権に関するものであることに鑑みれば､議長団の権限はある程度強化されたと考

えられよう(4)｡

(Ⅰ-C)主席の権限に関するもの

前述の通り､95年地方入代 ･政府組織法によって初めて､郷 ･鏡の人民代表大会に主

席､副 主席が置かれることになったO同姓第21条から第25条の規定により､主席 .副

主席は人民代表大会において代表の中から選挙で選出されるOその資格 ･権限は以下の通

りである｡

(a)主席 ･副主席の資格と任期O主席 ･副主席は人民代表であり､任期は人民代表大会

の任期 と同じである (95年地方入代 ･政府組織法第 14条第 1項)0

(b)主席 ･副 主席と議長団｡主席 ･副 主席は議長団の構成員である (95年地方入代 ･

政府組織法第 15粂)｡もっとも､入代の会議を招集 し主宰するのはあくまで議長団であ

り､主席や副主席ではない(5)0

(C)入代閉会期間中の職務｡地方入代 ･政府組織法の明文規定に関する限り､主席 ･副

主席の職寮は､主に入代閉会期間中に関するものであり､95年地方入代 ･政府組織法第

14条第 3項は次のように規定している｡｢郷 ･民族郷 ･鎮人民代表大会主席､副 主席は

同級人民代表大会の閉会期間中､同級人民代表大会代表と連絡をとること､代表が活動を

展開するよう組織すること､また､代表および大衆の同級人民政府業務に対する建議 ･批

判および意見を反映することに責任を負 う｣｡この点は後述する通り95年北京市組織条

例でさらに詳しく規定される｡

(d)行政職兼任の禁止0 95年地方入代 ･政府組織法第 14条第2項は ｢郷 ･民族郷 ･

鎮人民代表大会主席 ･副 主席は国家行政機関の職務を担当してはならない｣と行政職との
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兼務を禁止している｡86年地方入代 ･政府組織法にはそもそも主席に関する規定がない｡

後述する通り､89年北京市組織条例第 11条第2項は､すでに郷長 ･副 郷長 ･鎮長 ･副

鎮長が常務主席を兼任することを禁止している｡

(Ⅱ)政治過程の公開化 ･政治参加 ･ルールの明確化等に関するもの

(a)質疑案の取扱｡いわば入代の調査権の一部を意味する質疑案の取扱については86年

地方入代 ･政府組織法でもその第23条で規定されているが､95年地方入代 ･政府組織

法では前述の通りその第28条でいっそう詳細に規定されているO議長団の機能はある程

度強化されたと考えることができる｡

(b)入代での選挙における人民代表による候補者の指名0 95年地方入代 ･政府組織法で

はその第 21条で郷 ･民族郷 ･鉾の人民代表大会主席 ･副主席 ･郷長 ･副 郷長 ･鎮長 ･副

鎮長を人民代表が指名する場合に､代表が ｢10名以上が審面で連名で｣ 指名するとされ

ている｡これは86年地方入代 ･政府組織法が ｢10名以上の代表が共同で｣とだけ規定

していたことに較べると､手続をいっそう明確化したものと判断されるO

(C)入代での選挙における候補者の定数｡95年地方入代 ･政府組織法の第21粂第 3項

には ｢議長団が指名する候補者の人数､各代表とその他の代表が共同して指名する候補者

数は､ともに定数を超えてはならない｣とされており､これは86年地方入代 ･政府組織

法では必ずしも直接的に明示されていなかった｡

(d)予備選挙の手続｡指名された候補者数が差額数を超えた場合の手続についてであるが､

86年地方入代 ･政府組織法では ｢より多数の代表の意見にもとづき｣と唆味に触れられ

ているだけであるのに対し､95年地方入代 ･政府組織法第22条第 1項は､はっきりと

｢予備選挙を実施する｣と規定している(6)0

(e)候補者数が差額数と合致した場合の ｢醜醸 ･討論｣｡予備選挙の規定にもかかわらず､

同じく95年地方入代 ･政府組織法第22条第 1項は､指名された候補者数が差額数と合

致した場合にも､｢醍醸 ･討論｣を条件づけており､実質的には統制が強化されていると

も考えられる｡

(I)過半数の得票を得た候補者数が定数を超えた場合0 95年地方入代 ･政府組織法の第

24条第 1項は､過半数の得票を得た候補者数が定数を超えた場合の手続について規定し

ている｡これは86年地方入代 ･政府組織法にはなかった規定である｡

(g)過半数の得票を得た候補者数が定数よりも少ない場合0 95年地方入代 ･政府組織法

の第24条第2項は､過半数の得票を得た候補者数が定数よりも少ない場合の手続につい

て規定しているOこれは86年地方入代 ･政府組織法にはなかった規定であるo

(h)補欠選挙の実施と選挙弁法の欽定｡95年地方入代 ･政府組織法第25条は､郷鎮人

民代表大会主席 ･副 主席 ･郷長 ･副 郷長 ･鎮長 ･副 鎮長の補欠選挙について規定 してい

る｡補欠選挙については86年地方入代 ･政府組織法でも規定があるが､95年の第25

条では独立して一条を構成 し､選挙弁法についての規定が付け加えられている｡

(i)罷免手続｡罷免手続については86年地方入代 ･政府組織法法でもその第 21条で規

定されているが､95年地方入代 ･政府組織法では前述の通りその第 26条でいっそう詳

細に規定されている｡
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2･｢地方各級人民代表大会および地方各級人民政府組織怯｣ 95年改正の ｢北京市郷 ｡

民族郷 ｡鎮人民代表大会組織条例｣96年改正-の影響および ｢北京市郷 ･民族郷 ･

鎮人民代表大会組織条例｣の固有の規定額域 (下位絵規としての性格)

｢北京市郷 ･民族郷 ･鎮人民代表大会組織条例｣は ｢地方各撒人民代表大会および地方

各級人民政府組織法｣の下位法規にあたる｡それは北京市組織条例の第 1条が ｢郷 ･民族

郷 ･鎮人民代表大会制度の建設を強化するため､『中華人民共和国藤怯』および 『中華人

民共和国地方各級人民代表大会および地方各級人民政府組織法』の関連規定に基づき､本

市県の具体状況を加味して､本条例を制定する｣(この文言は89年条例､96年条例と

もに第 1条にあたり､96年にも改正は加えられていない)としていることからも明らか

である｡ したがって､地方入代 ･政府組織法の95年改正が､北京市組織条例の96年改

正に影響をあたえているのはいわば当然ともいえる｡次にこの点を明らかにする｡同時に

北京市組織条例には､下位法規として上位法規を補足し敷術する固有の具体的な規定領域

を有している｡ 以下では同時にこの点にも補足的に言及することとする(以下､アルファ

ベットにダッシュのついたものが下位法規としての固有傾城を指摘した内容であるOなお

以下では､添付 【資料 1】および 【資料2】を適宜参照されたい)0

(a)95年地方入代 ･政府組織法第 14粂第 1項の郷 ･民族郷 ･鱗の入代主席 .爵り主席の

選挙による選出を規定した部分は､96年北京市組織条例第23条に直接影響している｡

(aり96年北京市組織条例第 23条はその第 2項で民族郷の郷長の条件にまで触れてい

る｡

(b)95年地方入代 ･政府組織法第 14粂第3項の郷 ･民族郷 ･鏡の入代主席 ･副 主席の

職責などについて規定した部分は96年北京市組織条例第 19条から22条に影響してい

るO

(bり96年北京市組織条例は､入代の秘書 (第 19条第3項)､主席 ･副主席のどちらか

の専任制 (第 20条第 1項)､入代閉会中の主席 璃 り主席の具体的業務 (第20粂第2項

第 1号から第 7号)､入代閉会中の主席 ･副主席による議長団会議の開催 (第21粂)､

主席 ･副主席の人民政府会議-の参加 (第22条)など､主席 ･副 主席の職権について､

地方入代 ･政府組織法を敷術して非常に詳細な規定を行っている｡

(C)95年地方入代 ･政府組織法第21条第 1項から第4項の入代における入代主席 ･副

主席 ･郷長 ･副郷長 ･鎮長 ･副 鎮長の選出についての規定は､96年北京市組織条例第 2

4粂第 1項から第3項に直接影響している ((C-)選挙に関する規定は地方入代 ･政府組織

法の規定も相当詳細であり北京市組織条例で補足し敷術しうる余地は限られている)｡

(d)95年地方入代 ･政府組織法第 22粂第 1項の予備選挙に関する規定が96年北京市

組織条例第 25条第2項の予備選挙に関する規定に直接影響している ((d■)選挙に関する

規定は地方入代 ･政府組織法の規定も相当詳細であり北京市組織条例で補足し敷術しうる

余地は限られている)0

(e)95年地方入代 ･政府組織法の第26条第2項から第4項の罷免に関する規定は､9

6年北京市組織条例第29条第 1項から第2項に直接影響 している｡
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(eり96年北京市組織条例第 29条はさらにその第 3項で主席 ･副 主席が人民代表の職

位を罷免された場合には主席 ･副 主席の職務も相応して解かれることを規定しているo

(f)95年地方入代 .政府組織法の第28条第 1項から第3項の質疑案に関する規定は､

96年北京市組織条例第 12条第 1項から第3項に直接影響している｡

(r)96年北京市組織条例第 12条にはさらに第4項があり､人民代表の半数以上が質

疑案に対する回答に不満な場合の手続が規定されている｡

見られるように､地方入代 ･政府組織法の改正は北京市組織条例の内容に直接的な影響

を与えている｡それに加えて(a-)(br)(eT)(f)で指摘したように､北京市組織条例では地方

入代 ･政府組織法の内容を補ってさらに詳細な規定さえ行われている｡次節では北京市組

織条例に固有の詳細で具体的な規定についてさらに見ていくこととする｡

3.その他の ｢北京市郷 ･民族郷 ･鎮人民代表大会組織条例｣固有の規定領域

前節では地方入代 ･政府組織法の改正に対応 して行われた北京市組織条例の改正点とあ

わせて､それに付随した同組織条例の固有の規定領域を紹介した｡それに加えて同組織条

例にはさらに以下のような固有の規定領域が存在する｡それは95年地方入代 ･政府組織

法第68条 (86年法では第 60粂)が ｢省 ･自治区 ･直轄市の人民代表大会およびその

常務委員会は､本法および実状にもとづき､執行をめぐる問題について具体的規定を定め

ることができる｣とした範囲を意味する｡

以下の諸点は､●北京市組織条例にのみ規定があり､地方入代 ･政府組織法には規定がな

いものである (以下では添付 【資料 2】を参照されたい)｡

(a)予備会議とその議事日程｡ 96年北京市組織条例第8条は､入代の予備会議の開催と

そこにおける議事日程の決定などについて規定している｡

(b)代表資格審査委員会｡ 96年北京市組織条例は第 15条で代表資格審査委員会の設立

について規定している｡この規定は89年北京市組織条例第 18条の規定を踏襲 したもの

である｡

(C)入代会議の列席者0 96年北京市組織条例は第 16条第 1項で ｢郷 ･民族郷 ･鎮人民

代表大会が会議を開催するとき､郷長 ･副郷長 ･鎮長 欄 J鎮長が会議に列席するOそ0?他

の関係機関 ･団体の責任者は､議長団の決定を経て､会議に列席することができる｣と規

定し､続いて同条第2項で ｢列席者の人数は代表総数の2分の 1を超えてはならない｣と

規定している｡この規定は89年北京市組織条例第 19条の規定を踏襲したものである

(7)0

(d)入代代表の建議 ･批判 ･意見と議長団の役割｡この点については､地方入代 ･政府組

織法は86年改正法第18条が ｢郷 ･民族郷 ･鎮の人民代表大会代表が同級の人民代表大

会に対して提出した各方面の活動についての建議 ･批判 ･意見については､同級の人民代

表大会議長団が関係機関および組織に回して処理を検討させるとともに､責任をもって回

答する｣と規定している｡この規定は同法の95年改正法第 19条にそのまま踏襲されて
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おり､変更は加えられていない｡この点について､89年北京市組織条例は地方入代 ･政

府組織法の規定を踏襲した上で､なおその第 17条で ｢緊急に処理する必要があるか条件

付きで処理するものについては､会議の期間中に処理するか処理方法を提案し､代表に回

答しなければならない｣といっそう詳細な規定を行っている｡また､96年北京市組織条

例常 l4条では､前段の規定についてさらに回答までの期間を明示している0

(e)諌長団の選出｡ 96年北京市組織条例第 17条は､議長団の選出が入代の選挙による

ことを規定しているO

(f)入代開催 日･議事日程の決私 96年北京市組織条例第 18条は､議長団による入代

開催期 日･議事日程の決定などについて規定している｡

(g)投票人数より多い票の無効｡ 96年北京市組織条例第26粂第2項は､投票人数より

多い票の無効について規定しているO

(h)定数より多い当選者の無効｡ 96年北京市組織粂例解 26粂第3項は､定数より多い

当選者の無効について規定している｡

(i)辞職願いの受理｡ 96年北京市組織条例第28粂第 1項は､郷鎮入代主席 ･副 主席 ･

郷長 ･副 郷長 ･横長 ･副 鎮長の辞職願いの受理が入代の職権であることを規定している｡

(j)異動の禁止0 96年北京市組織条例第 28条は第 2項は､郷鎮入代主席 ･副 主席 ･郷

長 ･副 郷長 ･鎮長 ･副 鎮長の任期内の異動を原則として禁止し､辞職 ･免職を異動の灸件

としている｡異動の禁止は89年北京市組織条例の第 24条にもあったが､96年北京市

組織条例は､任期に関する規定を除いた上で､辞職願いの受理に関する部分と異動の禁止

にかかわる部分を分離して､第 1項と第2項に分けて整理して規定している(8)0

(k)入代の定数と選挙の準拠法令｡ 96年北京市組織条例第31条は､入代の定数と選挙

についてその準拠法令を定めているo

(I)入代代表が刑事被告となった場合｡ 96年北京市組織条例第 34条は､入代代表が逮

捕され刑事裁判の被告となった場合等について規定している｡これは89年北京市組織条

例にはみられなかった規定である｡

(m)代表資格の失効｡ 96年北京市組織条例第35条は､｢郷 ･民族郷 ･錬人民代表大会

代表は､同級人民代表大会の会議に出席しなければならない｡病気もしくはその他の樽殊

な原因で出席できない者は､必ず主席あるいは副主席に対して書面で休暇を願いでなけれ

ばならなず､主席あるいは副 主席は大会議長団に報告する｡許可を受けずに2度同級人民

代表大会の会議に主席しなかった代表は､代表資格を失う｣ と､入代-の出席義務を明確

かつ厳 しく規定している｡89年北京市組織条例第30条にも同様の主旨の規定があるが､

代表資格の失効にまでの言及はない｡

(∩)入代代表への便宜補助｡ 96年北京市組織条例第 36条は､入代代表に提供される

べき各種待遇､物質的な便宜補助および費用等について3項にわたって規定し､財政から

の支出についても言及している｡89年北京市組織条例第31条にも同様の規定があるが､

96年北京市組織条例第 36条の規定はいっそう詳細である｡

(o)代表小委員会｡ 96年北京市組織条例第38条第2項は､入代閉会期間中の代表小

委員会について規定している｡ 89年北京市組織条例には同様の規定はみられず､｢代表

小委員会｣という単語も存在しない｡
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4.｢89年北京市郷 ｡民族郷 ･鎮人民代表大会組織条例｣の先駆的側面

95年の地方入代 ･政府組織法には､86年の地方入代 ･政府組織法には全くなかった

新しい規定が少なからず盛 り込まれている｡それらの規定の中には､89年の北京市組織

条例にその原形があるものがある｡この点において､北京市組織条例は下位法規でありな

がら､上位法規である地方入代 ｡政府組織法を先取りする面を有する｡以下では最後にそ

の点を確認しておくこととする (以下では添付 【資料 3】の試訳を適宜参照されたい)a

(a)入代常務主席｡ 89年北京市組織条例第 11条第 1項は､入代常務主席について規定

している｡この規定は95年地方入代 ･政府組織法の第 14条第 1項に先立つものである｡

(b)入代常務主席兼任の禁止｡89年北京市組織条例第 11条第 2項は､郷長 ･副郷長 ･

鎮長 ･副鎮長が入代常務主席を兼任することを禁じているOこの規定は95年地方入代 ･

政府組織法の第 14条第 2項に先立っものである｡

(C)過半数の得票を得た候補者数が定数を超えた場合｡ 89年北京市組織条例第23粂第

2項は､｢過半数の得票を得た候補者数が定数を超えた場合には､得票数の多い方を当選

とする｡票数が同じで当選者を確定できない場合には､得乗数が同じ候補者に対して再度

投票を行う｣と規定している｡この規定は95年地方入代 ･政府組織法の第24条第 1項

に先立つものである｡

(d)当選者数が定数より少ない場合089年北京市組織条例第23条第3項は､｢当選者

数が定数より少ない場合には､不足の定数について､差額選挙の規定に基づいて､当選し

なかった候補者の中から得票数がより多い候補者を確定するか､あるいは再度候補者を指

名して､別に選挙を行わなければならない｣と規定しているOこの規定は95年地方入代

･政府組織法の第24条第 2項に先立っものである｡

なお､前節で臼)(m)(o)で言及した異動の禁止､代表資格の失効､代表小委員会などに

関する規定は､地方入代 ･政府組織法に対する単なる補足にとどまらない､つまり ｢執行

をめぐる問題｣に限られない重要性を持っており､その先駆性が将来的に指摘される可能

性を持っているとも考えられる｡

以上､本稿では地方入代 ･政府組織法の95年の改正内容を先ず検討し､その上でそ

れが､北京市組織条例の96年改正に与えた影響について考察したOこうすることで､8

9年北京市組織条例とその96年改正法のみの比較分析に終止した前稿の欠を幾ばくかな

りとも補うことを目的としたOこうした考察の過程で､上位法規である地方入代 ･政府組

織法改正の下位涯規である北京市組織条例-の影響といういわば当然の側面に加えて､下

位法規である北京市組織条例の固有の規定領域の存在､いわば上位法規と下位法規の位相

の違いも明らかとなった｡また､同時に例えば､下位法規に過ぎない89年北京市組織条

例が実際には､上位法規である95年地方入代 ･政府組織法を先取りした内容を含んでい

る面も検討した｡以上をもって､96年北京市郷 ･民族郷 ･鎮人民代表大会組織条例に関

する分析をひとまず終えることとしたい｡
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なお､以下に 【資料 1】として ｢地方各級人民代表大会および地方各級人民政府組織陰｣

の 1986年改正法と1995年改正法の条文比較対照表を､また 【資料 2】として ｢北

京市郷 .民族郷 ･鎮人民代表大会組織条例｣の 1989年当初の組織条例と1996年改

正条例の条文比較対照表を､さらに 【資料 3】として 1989年の ｢北京市郷 ･民族郷 ･

鎮人民代表大会組織条例｣(試訳)を添えさせて頂く｡前稿に添えた 1996年の北京市

組織条例との細部にわたる対照の参考に資することを願 う次第であるO訳の内容について

は､大方のご叱正を頂戴できれば幸甚である｡

注 :

(1)郷鍵に主席 ･静は 席を置くことにしたことは､確かに地方入代 ･政府組織法の95年

改正の要点の一つだった.以下を参照｡顧昂然 ｢関於 『中華人民共和国全国人民代衆大会

和地方各級人民代表大会選挙法』的決定 (革寮)和修改 『中華人民共和国地方各級人民代

表大会和地方各求人民政府組織法』的決定 (草案)的説明｣(『中華人民共和国全国人民

代表大会常務委員会公報』 1995年第 1号 ･3月 15日出版)､24凱

(2)例えば86年地方入代 ･政府組織法第 14条と95年地方入代 ･政府組織法第 15魚

を対照のこと｡なお､後述する通り上位法規である86年地方入代 ･政府組織法に主席 ･

副 主席に関する規定がないのに対して､95年地方入代 ･政府組織法に先んじて､89年

北京市組織条例第 11条にはすでに ｢常務主席｣の規定があることには注目すべきであろ

う｡

(3)第 22条第 1項の ｢同級人民代表大会が定数に基づいて選挙弁法に具体的な差額を規

定 し｣の部分が書き加えられたのは､草案の段階で差額数の確定手続が不明確だとする意

見が地方から出たためだという｡以下を参照｡全国人民代表大会法律委員会副主任委員 ･

項淳- ｢全国人大法律委員会関於修改選挙法的決定 (草案)和関於修改地方組織法的決定

(草案)審議結果的報告｣(『中華人民共和国全国人民代表大会常務委員会公報』 199

5年第 1号 ･3月 15日出版)､28頁｡

(4)第 28条第 2項の ｢諌長団が必要と認めるとき､質疑案に対する回答の状況報告を印

刷 し会議で配付することができる｣とする部分は､質疑を受けた機関の回答状況を全人民

代表に理解 させることを目的として､草稿修正の段階で挿入されたという｡以下を参照｡

全国人民代表大会法律委員会主任委員 ･辞駒 ｢関於六個法律草案修改稿修改意見的匪報｣

(『中華人民共和国全国人民代表大会常務委員会公報』 1995年第 1号 ･3月 15日出

版)､31頁｡

(5)もっとも､ 96年北京市組織条例第 19条にはその第 1項で ｢主席は議長団会議を招

集 し主宰する責任を負 う｣とあることから､実質的には議長団の中でも主席の中心的な役

割は認知 されているものと考えられる｡少なくとも北京市に限ってはそう考えることが許

されよう｡

(6)予備選挙の規定が加えられたのは､｢いっそう民主を発揚するため｣であると説明さ

れている｡以下を参照｡顧昂然 ｢前掲｣(『中華人民共和国全国人民代表大会常務委員会
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公報』 1995年第 1号 ･3月15日出版)､24頁｡

(7)｢列席者｣ の果たす政治的な役割については多くの事例を検討するとともに､今後と

も注目していきたいと考えている｡とりあえず以下を参照されたい｡史衛民『公選与直選』

(中国社会科学出版社,2000年 3月)､309-310頁｡

(8)異動の禁止は､実際には多くの異動が行われていることの反映でもある｡中国基層の

現実政治を見る上ではこの現象を無視することはできない｡例えば､史衛民 『同上』､3

25頁を参照されたい｡

【附記】本稿は平成 14年度新潟大学大学院現代社会文化研究科研究プロジェクト ｢グロ

ーバリゼーションに関する学際的研究｣による研究成果の一部であるとともに､平成 14

年度(13-15年度)文部科学省科学研究費補助金 (基盤研究(Cト(2)｢中国藤村の土地

財産権と末端行政に関する学際的研究｣による研究成果の-部であるO

※訂正 :2002年3月発行の新潟大学現代社会文化研究科プロジェクト報告番 『グロー

バリゼーションに関する学際的研究』所収の拙稿 ｢『北京市郷 ･民族郷 ･鎮 ･人民代表大

会組織条例』の96年改正に関する一考察｣に1996年 ｢北京市郷 ･民族郷 ･鎮人民代

表大会組織条例｣の試訳を資料として掲載させて頂いた (同報告書 33-40頁)O同試

訳中､第24条､第25条､第26条､第27条､第 30､第41条に ｢定員｣とある箇

所は ｢定数｣と変更することとしたい｡記して訂正する次第である｡なお､同第4粂第5

項の ｢計画生育｣は ｢計画出産｣の誤訳である｡訂正してお詫び申し上げる｡
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監資料 1】

｢地方人民代表大会および地方人民政府組織法｣

1986年改正抵 ･1995年改正牡 ･条文比較対照表

(第2草 .第 4輩の郷 ･民族郷 ･鏡の人民代表大会および人民政府との関連部分のみ)

1986年改正法 1995年改正披

第2牽 地方各級人民代表大会 第2牽 地方各級人民代表大会

第 6粂 省 ,自治区 .直轄市 .自治州 .区 第 6粂 省 .自治区 .直轄市 .自治州 .県

を設けている市の人民代表大会の任期は､l ･自治県 .市 .市轄区の人民代表大会の任

期 5年とするo県 .自治県 .区を設けてい 期は､1期 5年とするO郷 .民族郷 .鍵の

ない市 .市が管轄する区 一郷 .民族郷 .鎮 人民代表大会の任期は､1期 3年とするO第8粂 県級以上の地方各級人民代表大会の人民代表大会の任期は､1期 3年とするO第 8粂 県級以上の地方各級人民代表大会

は､以下に記載する職権を行使するo(3)当該行政区域内の政治 ー経済 は､以下に記載する職権を行使するO(3)当該行政区域内の政治 .経済

･教育 .科学 .文化 .衛生 .民政 .民族業 ･教育 .科学 .文化 .衛生 .環境および自

務についての重大事項を討議 .決定するこ 然保護 .民政 .民族などの業務についての

とo (13)農村の集団経済組織のしかる 重大事項を討放 .決定することo(13)各種の経済組織の合法的権益

べき自主権を保障すること0第 9粂 郷 .民族郷 .鏡の人民代表大会は を保護すること0第9条 郷 .民族郷 .鏡の人民代表大会は

以下に記載する職権を行使するo(lO)農村の集団経済組織のしかる 以下に記載する職権を行使する○(ll)各種の経済組織の合法的権益

べき自主権を保障することo(なし) を保護することO第 14条 郷 .民族郷 .鎮人民代表大会には主席を置き､1人から2人の副主席を置くこともできるo主席 .副主席は同級人民代表大会が､代表の中から選出し､任期は同級人民代表大会の各期の任期と同じであるo 郷 .民族郷 .鎮人民代表大会主
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第 14条 郷 ･民族郷 ･鏡の人民代表大会

は､会議を開催するにあたって議長団を選

挙する｡議長団は､会議を主宰するととも

に､次回の同級人民代表大会会議の招集に

責任を負 う｡

第 15条 地方各級人民代表大会の各期第

1回会議については､当期人民代表大会選

挙が完了したのち2カ月以内に､同級の前

一期人民代表大会常務委員会もしくは郷 ･

民族郷 ･鉾では前回人民代表大会議長団が

招集する｡

第 16条 地方各級人民政府の構成員およ

び人民法院院長 ･人民検察院検察長は､同

級の人民代表大会会議に列席する｡その他

の関係機関 ･団体の責任者については､議

長団の決定を経て､同級の人民代表大会会

議に列席することができる｡

第 20条 県級以上の地方各級人民代表大

会常務委員会の構成員､省長 ･副 省長､自

治区主席 ･副主席､市長 ･副市長､州長 ･

副州長､県長 ･副県長､区長 ･副 区長､郷

席 ･副 主席は国家行政機関の職務を担当し

てはならない｡国家行政機関の職務を担当

する場合には､必ず同級人民代表大会に対

して主席 ･副 主席の職務を辞さなければな

らない｡

郷 ･民族郷 ･鎮人民代表大会主

席､副 主席は同級人民代表大会の閉会期間

中､同級人民代表大会代表と連絡をとるこ

と､代表が活動を展開するよう組織するこ

と､また､代表および大衆の同級人民政府

業務に対する建議 ･批判および意見を反映

することに寮任を負 う｡

第 15粂 郷 ･民族郷 ･鎌の人民代表大会

は､会議を開催するにあたって議長団を選

挙する｡議長団は､会議を主宰するととも

に､次回の同級人民代表大会会議の招集に

寮任を負 う｡郷 ･民族郷 ･鏡の人民代表大

会主席 ･副 主席は議長団の構成員である｡

第 16条 地方各級人民代表大会の各期第

1回会議については､当期人民代表大会選

挙が完了したのち2カ月以内に､同級の前

一期人民代表大会常務委員会もしくは郷 ･

民族郷 ･鏡では前回人民代表大会議長団が

招集する｡

第 17粂 県級以上の地方各級人民政府の

構成員および人民法院院長 ･人民検察院検

察長 ･郷級人民政府の指導者は､同級の人

民代表大会の会議に列席する｡.県級以上の

その他の関係機関 ･団体の責任者について

は､同級人民代表常務委員会の決定を経て､

同級の人民代表大会会議に列席することが

できる｡

第 21条 県政以上の地方各級人民代表大

会常務委員会の構成員､郷 ･民族郷 ･鏡の

人民代表大会主席 ･副主席､省長 ･副省長､

自治区主席 ･副主席､市長 ･副市長､州長
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長 ｡副 郷長､鎮長 ･副 鎮長､人民法院院長､
人民検察院院長の人選については､同級の

人民代表大会議長団もしくは 10名以上の

代表が共同で指名するO

人民代表大会常務委員会主任 ･

秘書長 ･省長 ･自治区主席 ･市長 ･州長 ･

県長 ･･区長 ･郷長 ･鎮長 ･人民法院院長 ･

人民検察院検察庁の候補者は原則として 1

名多くし､差額選挙を行わなければならな

い｡指名された候補者が l名だけの場合に

は､等額選挙とすることもできる｡人民代

表大会常務委員会副主任 ･副 省長 ･自治区

副主席 ･副 市長 ･副州長 ･副 県長 ･副 区長

･副 郷長 ･副 鎮長の候補者数は､定数より

1名ないし3名多くなければならず､人民

代表大会常務委員会委員の候補者は､定数

･副 州長､県長 ･副 県長､区長 ･副 区長､

郷長 ･副 郷長､鎮長 ･副 鎮長､人民法院院

長､人民検察院院長の人選については､同

級の人民代表大会議長団もしくは代表が本

法の規定に基づいて共同で指名する｡

省 ･自治区 ･直轄市の人民代嚢

大会代表は 30名以上が書面で連名で､区

を設けた市および自治州の人民代表大会の

代表は 20名以上が番面で連名で､県級人

民代表大会代表は 10名以上が番面で連名

で､同級人民代表大会常務委員会構成員､

人民政府指導者､人民法院院長､人民検察

院検察長の候補者を提案することができ

る｡郷 ･民族郷 ･鏡の人民代表大会の代表

は 10名以上が番面で連名で､同級人民代

表大会主席 ･副 主席､人民政府指導者の候

補者を提案することができる｡異なった選

挙区あるいは選挙単位から選出された代表

は､馳醸 し共同して候補考を提案すること

ができる｡

議長団が指名する候補者の人

数､各代表とその他の代表が共同して指名

する候補者数は､ともに定数を超えてはな

らない｡

指名者は指名された候補者の状

況をあ りのままに紹介 しなければならな

い｡

第 22粂 人民代表大会常務委員会主任 ･

秘書長､郷 ･民族郷 ･鏡の人民代表大会主

席､人民政府正位指導者､人民法院院長 ･

人民検察院検察長の候補者は原則として l

名多くし､差額選挙を行わなければならな

い｡指名された候補者が l名だけの場合に

は､等額選挙 とすることもできる｡人民代

表大会常務委員会副主任､郷 ･民族郷 ･鏡

の人民代表大会副主席､人民政府副位指導

者の候補者数は､定数より1名.ないし3名■

多くなければならず､人民代表大会常務委

員会委員の候補者は､定数より 10分の 1
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より10分の 1ないし5分の 1多くなけれ

ばならず､差額選挙を行わなければならな

い｡指名された候補者数が上記の幅を超え

た場合には､議長団が全候補者の名簿を全

代表に交付して十分に話し合わせ､より多

数の代表の意見にもとづき､正式候補者名

簿を確定する｡(第20条第2項)

選挙は､無記名投票の方式を採

用する｡代表は､確定された候補者に対し

て､賛成票を投じることもできるし､反対

票を投じることもできれば､その他のどの

代表または選挙民を選ぶこともでき､また

棄権することもできる｡(第 20条第3項)

地方各級人民代表大会が､常務

委員会主任 ･副主任 ･秘書長 ･委員､省長

･副省長､自治区主席 ･副主席､市長 ･副

市長､州長 ･副州長､県長 ･副県長､区長

･副 区長､郷長 ･副郷長､鎮長 ･副 鎮長､

人民牡院院長､人民検察院院長の補欠選挙

を行 う場合､候補者数は､定数より多くて

もよいし､定数と同数でもよい｡(第 20条

第4項)

ないし5分の 1多くなければならず､同級

人民代表大会が定数に基づいて選挙奔放に

具体的な差額を規定し､差額選挙を行わな

ければならない｡指名された候補者数が選

挙弁法の規定する差額数に合致する場合に

は､議長団が代表に提起し醒醸 ･討論され

た後､選挙を実施する｡指名された候補者

数が選挙弁法が規定した差額数を超えた場

合には､諌長団が代表に捷起し馳醸 ･討論

された後､予備選挙を実施する｡予備選挙

における得票の多寡の順序に基づき､選挙

弁法に規定された差額数に照らして､正式

の候補者名簿を確定し､選挙を実施する｡

県級以上の地方各級人民代表大

会の任期満了選挙で同級国家機関の指導者

を選挙するとき､候補者を指名し甑醸する

時間は､2日以下であってはならない｡

第 23粂 選挙は､無記名投票の方式を採

用する｡代表は､確定された候補者に対し

て､賛成票を投じることもできるし､反対

票を投じることもできれば､その他のどの

代表または選挙民を選ぶこともでき､また

棄権することもできる｡

第 25条 地方各級人民代表大会が､常務

委員会主任 ･副主任 ･秘書長 ･委員､郷 ･

民族郷 ･鏡の人民代表大会主席 ･副 主席､

省長 ･副省長､自治区主席 ･副主席､市長

･副市長､州長 ･副 州長､県長 ･副 県長､

区長 ･副区長､郷長 ･副郷長､鎮長 ･副鏡

長､人民法院院長､人民検察院院長の補欠

選挙を行う場合､候補者数は､定数より多

くてもよいし､定数と同数でもよい｡選挙

弁法は同級人民代表大会が決定する｡

第24条 地方各級人民代表大会が同級国

家機関の指導者を選挙する際､過半数の得

票を得た候補者数が定数を超えた場合に

は､得票数の多い方を当選とする｡票数が
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第 21粂 県級以上の地方各級人民代表大

会が会議を開催 しているとき､議長団 ･常

務委員会もしくは 10分の 1以上の代表の

連名により､同級人民代表大会常務委員会

の構成員 ･人民政府の指導者 ･人民法院院

長 ･人民検察院検察長の罷免案を提出する

ことができ､議長団が審議を求めて大会に

提出する｡

郷 ･民族郷 ･鏡の人民代表大会

が会議を開催しているとき､諌長団もしく

は5分の 1以上の代表の連名により､郷長

･副郷長､鎮長 ･副鎮長の罷免案を提出す

ることができ､議長団が審議を求めて大会

に提出する｡

同じで当選者を確定できない場合には､得

京数が同じ候補者に対して再度投票を行

い､得票数が多い候補者を当選とするO

過半数の得票を得た候補者数が

定数よりも少ない場合には､不足の定数に

ついて別に選挙を行う｡別に選挙を行 うと

き､第 1回の投票で得た得票の多寡の順序

に基づいて候補者を確定し､本法の規定す

る手順で別に指名を行い､候補者を確定す

る｡同級人民代表大会の決定を経て､不足

の定数についての別選挙は同回の人民代褒

大会の会藩で行うことができ､次回の人民

代表大会の会談で行うこともできる｡

人民代表大会常務委員会副主任

･夢見､郷 ･民族郷 ･鏡の人民代表大会副

主席､人民政府の副位の指導者の選挙を別

に行う場合､本法第22粂第 1骨の規定に

照らして､差額数を確定し､差額選挙を行

う｡

第 26粂 県級以上の地方各級人民代表大

会が会談を開催しているとき､鶴長団 ･常

務委員会もしくは 10分の l以上の代表の

連名により､同級人民代表大会常務委員会

の構成員 ･人民政府の指導者 ･人民法院院

長 ･人民検察院検察長の罷免案を提出する

ことができ､議長団が審議を求めて大会に

提出する｡

郷 ･民族郷 ･鏡の人民代表大会

が会議を開催 しているとき､議長団もしく

は5分の 1以上の代表の連名により､人民

代表大会主席 ･副主席､郷長 ･副 郷長､鎮

長 ･副 鎮長の罷免案を提出することがで

き､議長団が審議を求めて大会に提出する｡

罷免案にははっきりと罷免の理

由が記載されなければならない｡

罷免案を提出された者は議長団

会議もしくは全体会議に弁明意見を提出

し､あるいは書面で弁明意見書を提出する

権限を有する｡議長団会議に提出された弁
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第 22粂 地方各級人民政府の指導者､県

級以上の地方各級人民代表大会常務委員会

の構成員､人民法院院長､人民検察院検察

長は､同級の人民代表大会に対して辞職願

いを提出することができ､大会で辞職願を

受け入れるかどうかを決定する｡大会の閉

会期間中は､同級の人民代表大会常務委員

会に対 して辞職願を提出することができ､

常務委員会が辞職願いを受け入れるか否か

を決定する｡常務委員会は辞職願の受け入

れを決定した後､同級人民代表大会に報告

して記録する｡人民検察院検察長の辞職に

ついては､1級上の人民検察院検察長に報

告し､その級の人民代表大会常務委員会に

提出して承認をもとめる串うにしなければ

ならない｡

第 23条 地方各級人民代表大会が会議を

開催 しているとき､代表は 10名以上の連

名により､同級の人民政府 とそれに所属し

た諸業務部門および人民法院 ･人民検察院

に対する質疑案を書面で提出することがで

き､質疑を受けた機関にこれを回送するこ

とについては､議長団が決定する｡質疑を

受けた機関は､会議の中でかならず責任を

明意見もしくは書面で提出された弁明意見

書は､議長団が印刷して会議に配布する｡

県級以上の地方各級人民代表大

会に提出された羅免案は､議長団が会議の

審議に回した後､全体会議で表決が求めら

れる｡あるいは議長団が提案して､全体会

議の決定を経て､調査委員会を組織 し､同

級人民代表大会の次回の会議が調査委員会

の報告に基づいて審査し決定する｡

第 27条 県級以上の地方各級人民代表大

会常務委員会の構成員および人民政府指導

者､人民法院院長､人民検察院検察長は､

同級の人民代表大会に対して辞職願いを提

出することができ､大会で辞職願を受け入

れるかどうかを決定する｡大会の閉会期間

中は､同級の人民代表大会常務委員会に対

して辞職願を提出することができ､常務委

員会が辞職願いを受け入れるか否かを決定

する｡常務委員会が辞職願を受け入れる決

定をした後､同級人民代表大会に報告して

記録する｡人民検察院検察長の辞職につい

ては､1級上の人民検察院検察長に報告 し､

その級の人民代表大会常務委員会に提出し

て承認をもとめるようにしなければならな

い｡

郷 ･民族郷 ･鏡の人民代表大会

主席 ･副主席､郷長 ･副郷長､鎮長､副鎮

長は､同放人民代表大会に対して辞職願を

提出することができ､辞職願を受け入れる

か否かは大会が決定する｡

第 28条 地方各級人民代表大会が会議を

開催 しているとき､代表は 10名.以上の連

名により､同級の人民政府とそれに所属し

た諸業務部門および人民法院 ･人民検察院

に対する質疑案を書面で提出することがで

きる｡質疑案は必ず質疑対象 ･質疑される

問題および質疑の内容についてはっきりと

記載 しなければならない｡
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持って回答しなければならないo 議長団は質疑の回送を決定し､質疑を受けた機関が議長団会議 .大会全体会議もしくは関連する専門委員会の会舘で口頭で回答するか､あるいは質疑を受けた機関が審面で回答するo議長団会議もしくは専門委員会会議で回答するものについては､質疑案を提案した代表は会誠に列席 し､意見を述べる権限を有するo議長団が必要と絡めるとき､質疑案に対する回答の状況報告を印刷 し会議で配付することができるo 質疑寮に対して口頭で回答する場合には､質疑を受けた機関の寮佳肴が会談にきて回答するo質疑案に対して番面で回答する場合には､質疑を受けた機関の賓任者が署名し､議長団が印刷 し会談で配付するか､あるいは質疑案を提出した代表に配付するo

第 4牽 地方各級人民政府 第 4牽 地方各級人民政府

(なし)第 50粂 省 .自治区 .直轄市 .自治州 .第 57条 新期の人民政府指導人員は法に従って選挙選出されたのち､ 2カ月以内に同級の人民代表大会常務委員会に人民政府秘書長 .庁長 .局長 .委員会主任 .科長の任命を申請しなければならない0第 58条 省 .自治区 .直轄市 .自治州 .

区を設けている市の人民政府の任期は､l県 .自治県 .市 .区を設けている市の人民

期 5年 とするo県 .自治県 .区を設けてい 政府の任期は 1期 5年とするo郷 .民族郷

ない市 一市が管轄する区 .郷 .民族郷 .鎮 ･鎮の人民政府の任期は1期 3年とする0第 61条 郷 .民族郷 .鍵の人民政府は､の人民政府の任期は､l期 3年 とする0第 52条 郷 .民族郷 .鏡の人民政府は､

以下に記載する職権を行使するo(4)農村の集団経済組織のしか 以下に記載する職権を行使するo(4)各種の経済組織の合法的権
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※ ｢地方各級人民代表大会および地方各級人民政府組織法｣の1986年改正法の訳文に

ついては､中国研究所編 『中国基本法令集』(日本評論社, 1988年 8月)所収の園谷

知史訳を参照させて頂いた｡
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監資料 2】

｢北京市郷 ･民族郷 ･鎮人民代表大会組織条例｣

1989年組織条例 ･1996年改正条例 ･条文比較対照表

(1996年の改正で変更のあった部分のみ)

1989年組織条例 1996年改正条例

第 1車 線則 第 1車 線則

(変化なし)

第 2草 郷 .民族郷 .錬人民代表大会の職 第2牽 郷 .民族郷 .鎮人民代表大会の職

権 棉

第 4条 郷 .民族郷 .鏡人民代表大会は以 (変化なし)(i)当該行政区域内において､寮下に記載する職権を行使するo(1)当該行政区域内において､憲

法の実施を保証 し､法律 .行政法規 .本市 紘 .紘律 .行政法規 .本市の地方的牲規

の地方的法規 弓子政規定および上級人民代 一行 政規定および上級人民代表大会およ

表大会および常務委員会決鏡の遵守と執行 び常務 委員会決議の遵守と執行を保証す

を保証することO(5)当該行政区域内の経済 .民政 ることo (5)当該行政区域内の経済 .民政

･治安 一教育 .文化 .衛生 .計画出産 .村 ･民族 .治安 .教育 .科技 .村鎮建設 .環

鎮建設などの業務のうち重大な事項を討論 境 および資源保護 .文化 .衛生 .計画出

し決定することo(6)郷長 .副郷長 .鎮長 .副 鎮長 産などの業務のうち重大な事項を討論し決定することo(6.)同級人民代表大会主席 .副 主

を選挙することo(10)集団経済組織の合法的権益を 席 .郷長 .副 郷長 .鎮長 .副 鎮長を選挙することo(ll)各種の経済組織の合法的権益

保護 し､農村請負経営戸 .私営企業 .個人 を保護 し､農村請負経営戸 .個人工商業戸
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第 5条 郷 .民族郷 .鎮人民代表大会は､ 第 4条 (7)法律により同級人民代表大会

法律により､郷長 .副郷長 一鎮長 .副鎮長 主席 .副主席 .郷長 .副郷長 .鎮長 .副鎮

を罷免する権限を有するo 長を罷免すること○

第 3章 郷 .民族郷 .鎮人民代表大会の会 第3牽 郷 .民族郷 .鎮人民代表大会の会

港 議

第 6粂 郷 .民族郷 .鎮人民代表大会の会 第 5粂 郷 .民族郷 .鎮人民代表大会の会

議は､半年ごとに少なくとも 1回開催するo 譲は､半年 ごとに少なくとも1回開催するo

毎年の第 1回目の会議は 3月末までに開催 毎年の-第 1回日の会議は3月末までに開催

されなければならないq れなければならない○.

各期の郷 .民族郷 .鍵人民代表大 各期の郷 .民族郷 .鎮人民代表大

会の第 1回会議は､同期の人民代表大会代 会第 1回会読は､同期の人民代表大会代表

表選挙が終了した後､2カ月以内に開催 さ 選挙が終了した後､2カ月以内に開催され､

れる0第 8条 郷 .民族郷 .鎮人民代表大会の会 前一期の人民代表大会議長団が招集する0第 7灸 郷 .民族郷 .鎮人民代表大会の会

轟は､議長団が招集 し主宰するo 議は､議長団が招集 し主宰する05分の 1以上の代表の提案もしく

各期の郷 .民族郷 .鎮人民代表大

会第 1回会議は､前一期qj人民代表大会議長

団が招集するo

5分の 1以上の代表の提案を経

て､議長団は臨時に郷 .民族郷 .鎮人民代 は議長団の決定を経て､臨時に郷 .民族郷

表大会の会議を招集することができる〇第 9条 .郷 .民族郷 .鎮人民代表大会は各 ･鎮人民代表大会の会議を招集することができるO.(.第 5条第 3項)第 8条 郷 .民族郷 .鎮人民代表大会は各

回の会議に際して予備会議を開催 し､当該 回の会議に際して予備会議を開催 し､当該

回の議事 日程およびその他の準備事項を決 回の議事 日程およびその他の準備事項を決

定する○ 定するo

各期の人民代表大会第 1回会議の 各期の人民代表大会第 1回会議の

予備会議は､前-期人民代表大会議長団が 予備会議は､前回の人民代表大会議長団が

主宰する〇第 12条 郷 .民族郷 .鎮人民代表大会が会 主宰する0第 9条 郷 .民族郷 .鎮人民代表大会が会

議を開催するとき､轟長団および郷 .民族 議を開催するとき､議長団および郷 .民族

郷 .鎮人民政府は､同級の人民代表大会の 郷 .鎮人民政府は､同級の人民代表大会の

職権の範囲に属する議案を提出することが 職権の範囲に属する議案を提出することが
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でき､議長団が人民代表大会の会議に振起

し審議に付することを決定する｡

郷 ･民麟郷 ｡鎮人民代表大会代表

は 5名以上での連名で当該級の人民代表大

会の職権の範囲に属する議案を提出するこ

とができ､談長団が会議の議事 日程に組み

込むか否かを決定する｡

人民代表大会に対 して提出された

議案で､大会の裁決に付される前に､鵡案

提出者が撤回を求めたものについては､当

該議案に対する審議は即時に停止される｡

第 14粂 郷 ･民族郷 ･鎮人民代表大会の決

議は､全代表の過半数で談決される｡

第 23粂 候補者は全代表の過半数の得票を

得たとき､はじめて当選となる｡(第 23粂

第 1項)

第 15条 郷 ･民族郷 ･鎮人民代表大会の会

議を開催 しているとき､代表は 10名以上の

連名で審面で郷 ･民族郷 ･鏡人民政府およ

びその所管の各業務部門に対 して質疑案を

提出することができ､当該機関に質疑秦を

回送することについては議長団が決定する｡

質疑を受けた機関は､必ず会議中に回答す

る責任を有する｡

代表総数が40名以下の場合には､

5分の 1以上の代表の連名で質疑案を提出

することもできる｡

でき､議長団が人民代表大会の会談に提起

し審議に付することを決定する｡

郷 ･民族郷 ･鎮人民代表大会代表

は5名以上での連名で当該級の人民代表大

会の職権の範囲に属する議案を提出するこ

とができ､議長団が会談の誠事日程に組み

込むか否かを決定するO

人民代表大会に対して提出された

議案で､大会の裁決に付される前に､議案

提出者が撤回を求めたものについては､議

長団の同意を経て､会議は当該識案に対す

る審議を即時に停止する｡

第 11粂 郷 ･民族郷 ･鏡人民代表大会が

選挙を行い､決議をする場合には､全代表

の過半数で議決される｡

第 12条 郷 ･民族郷 ･鎮人民代表大会の

会議を開催 しているとき､代表は 10名以

上の連名で審面で同級人民政府に対して質

疑案を提出することができる｡代表総数が

40名以下の場合には､5分の 1以上の代表

の連名で質疑薬を提出することもできる｡

質疑案は必ず質疑対象 ･質疑される問題お

よび質疑の内容についてはっきりと記載 し

なければならないO

議長団は質疑の回送を決定し､

質疑を受けた機関が議長団会議 ･大会全体

会議で口頭で回答するか､あるいは質疑を

受けた機関が書面で回答する｡議長団会議

で回答するものについては､質疑案を提案

した代表は会議に列席し､意見を述べる権

限を有する｡議長団が必要と認めるとき､

質疑案に対する回答の状況報告を印刷 し会

議で配付することができる｡

質疑案に対して口頭で回答する

場合いには､質疑を受けた機関の責任者が

会議にきて回答する｡質疑案に対して書面
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第 17粂 郷 .民族郷 .鎮人民代表大会代 で回答する場合には､質疑を受けた機関の責任者が署名し､議長団が印刷し会議で配付するか､あるいは質疑案を提出した代表に配付するo質疑案を提出した代表の半数以上が回答に不満な場合には､議長団の決定を経て､質疑を受けた機関が再度回答をするo質疑案の状況が複雑な場合には､議長団の決定を経て､質疑を受けた機関は大会後 3カ月以内に関係代表に対して回答し､砥長団に報告する0第 14条 郷 .民族郷 .鎮人民代表大会代

表が会議の期間中に各方面の業務に対 して 表が会議の期間中に各方面の業務に対して

提出した建議 .批判および意見は､議長団 提出した建鶴 .批判および意見は､議長団

が関係機関および組織の研究処理に付し､ が関係機関および組織の研究処理に付し､

回答に責任を持つ○緊急に処理する必要が 回答に賓任を持つ○関係機関および組織は

あるか条件付きで処理するものについては､3カ月以内に､状況が複雑な場合には 6カ

会議の期間中に処理するか処理方法を提案 月を超えずに､回答をしなければならないo

し.､代表に回答しなければならないo 緊急に処理する必要があるか条件付きで処理するものについては､会議の期間中に処理するか処理方位を提案し､代表に回答しなければならないo

(なし) 第 4章 郷 .民族郷 .鎮人民代表大会港長団 .主席 .副主席

第 10条 郷 .民族郷 .鎮人民代表大会議 第 17条 郷 .民族郷 .鎮人民代表大会議

長団は､各期の人民代表大会第 1回会議の 長団は同級人民代表大会会議が選挙して選

予備会議で選挙によって連出される○同期 出するo議長団は原則的に5人から9人

の人民代表大会の任期内に､予備会議の議

決を経て､議長団の個別調整をすることが

できるo

議長団は原則的に 5人から9人
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第 11粂 郷 ･民族郷 ･鎮人民代表大会議長

団には常務主席 1名を置き､議長団がその

構成員の中から推選によって選出する｡常

務主席は議長団会議を招集 し主宰するとと

もに､大会期間中の日常業務に賓任を負う｡

郷長 ･副 郷長 ･横長 ･副 鎮長は常

務主席を兼任してはならないO(第 11粂第2
項)

業務の必要と実際の状況に基づい

て､郷 ･民族郷 ･鎮人民代表大会鵡長団は

秘審 1名を設置することができ､常務主席

が日常事務を処理するのを助ける｡ (節 ll

条第 3項)

(なし)

決定し､会議の議事日程草案を提出し､会

議に先立っ各準備作業を完了する｡

第 且9粂 郷 ･民族郷 ･鎮人民代表大会議

長団には主席を置き､1人から2人の副 主

席を置くこともできる｡主席 ･副 主席は同

級人民代表大会が､代表の中から選出し､

任期は同級人民代表大会の各期の任期と同

じである｡主席､副主席は議長団の構成員

である｡主席は試長団会談を招集し主宰す

る寮任を負 う｡

郷 ･民族郷 ･鍛人民代表大会主

席 ･副 主席は国家行政機関の職務を担当し

てはならない｡国家行政機関の職務を担当

する場合には､必ず同級人民代表大会に対

して主席 ･副 主席を辞職 しなければならな

い｡

郷 ･民族郷 ･鎮人民代表大会に

は秘番 l名を置くことができ､主席 ･副 主

席が日常事務を処理するのを助ける｡

第 20粂 郷 ･民族郷 ･鎮人民代表大会主

席 ･副 主席のうち少なくとも l名は専任職

とする｡

主席 ･副 主席は本級人民代表大

会閉会期間には以下の業務に安住を負う｡

(l)憲法 ･法律 ･法規および上

級人民代表大会および常務委員会および同

級人民代表大会決議の本行政区内における

遵守および執行状況を了解 し調査するとと

もに､意見 ･建議を提出すること｡

(2)同級人民政府および関連す

る部門が代表が提出した建議 ･批判および

意見を処理するのを促 し検査すること｡
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(なし)(なし) (3)代表が民主評議を展開するよう組織 し､評議を受けた部門に対 して建読 .批評および意見を擾起し､調整改善を促すことo (4)代表が視察 .検査および調査活動を展開するよう組織することo(5)同級人民代表大会代表 と連絡をとり､代表の小委員会が活動を展開し､経験を交流するよう推進する○(6)人民代表 と大衆の郵便 と訪問を接受 し処理 し､関連部門に対 し代表 と大衆の建議 .批判および意見を反映させることo (7)同級人民代表大会が付託 した関連事項を処理すること0第 21条 郷 .民族郷 .鎮人民代表大会主席 .副 主席は大会閉会期間議長団会議を開催 し関連事項を議論することができるO民主評議の予定 .閉会期間の業務計画および代表活動計画等は､議長団会議の議論を経なければならない〇第 22条 郷 一民族郷 .鎮人民代表大会主席あるいは副主席は､業務の必要に基づいて､同級人民政府会議に参加することができる○

第 4章 郷長 .副郷長 .鎮長 .副鏡長の溝 第 5章 郷 .民族郷 .鎮人民代表大会主席

挙 .罷免 .補欠選挙 ･副主席 .郷長 .副郷長 .鎮長 .副鎮長の選挙 .罷免および補欠選挙
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期の郷 ･民族郷 ･鎮人民代表大会の第 1回

会議で選挙によって選出される｡

民族郷の郷長は設立されている

民族郷の少数民族の市民が担当する｡

第 2且粂 郷長 ･副郷長 ･鎮長 ･副 鎮長の候

補者は､郷 ･民族郷 ･鎮人民代表大会議長

団あるいは代表 10名以上が共同して指名す

る｡ (第 21粂第 1項)

郷長 ･鍵長の候補者数は､原則的

に l名多くなければならず､差額選挙を行

うOもし指名された候補者がただ 1名の場

合には､代表の英剣な討論 ･民主的協議を

経て､等額選挙を行 うこともできる｡副 郷

長 ･副 鎮長の候補者数は定数より 1名から

3名多 くなければならず､差額選挙を行 う｡

もし指名 された候補者数が上述の差額を超

えた場合には､議長団によって全候補者の

名簿が全代表の醜醸 ･討論に捷起され､よ

り多数め代表の意見に基づいて､正式の候

補者名簿が確定される｡(第 21粂第 2項)

第 22条 選挙は無記名投票方式を採用す

大会の第 1回会談は､選挙によって同級人

民代表大会主席 ｡副 主席 ･郷長 ･副郷長 ･

鎮長 ･副 鎮長を選出するO

民族郷の郷長は設立されている

民族の少数民族の市民が担当する｡

第 24粂 郷 ･民族郷 ･錬人民代表大会主

席 ･副 主席 ･郷長 ･副郷長 ･鎮長 ･副鎮長

の候補者は､同級人民代表大会議長団が指

名するかあるいは代表 10名以上が番面で

連名で指名する｡

議長団が指名する候補者数､各

代表と他の代表が共同で指名する候補者数

は､ともに定数を超えてはならない｡

指名者は指名 された候補者の状

況をあ りのままに紹介 しなければならな

い｡

第 25粂 郷 ･民族郷 ･鎮人民代表大会主

席 ･郷長 ･鎮長の候補者数は､原則的に l

名多くなければならず､差額選挙を行 う｡

もし指名 された候補者がただ 1名の場合に

は､等額選挙を行 うこともできる｡副 主席

･副郷長 ･副鎮長の候補者数は定数より 1

名から3名多くなければならず､同級人民

代表大会が定数に基づいて選挙弁法中に具

体的な差額数を規定 し､差額選挙を行う｡

もし指名された候補者数が運挙

弁法に規定された差額数に合致する場合に

は､議長団が代表に提起し醍醒 ･討論され

た後､選挙を実施するOもし指名された候

補者数が選挙弁法に規定された差額数を超

えた場合には､議長団が代表に提起 し醍醸

･討論された後､予備選挙を実施する｡予

備選挙における得票の多寡の順序に基づ

き､選挙弁法に規定された差額数に照らし

て､正式の候補者名簿を確定し､選挙を実

施する｡

第 26条 選挙は無記名投票方式を採用す
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る｡代表は確定した候補者に賛成投票をす

ることもできるし､反対投票をすることも

でき､別にその他の選挙民を選ぶこともで

き､棄権することもできる｡

各回の選挙で投じられた票数は､

投票人数 と同じであるか､それより少ない

場合に有効であり､投票人数より多い場合

には無効となる｡

各投票所で選ばれた人数は､決

められた定数と同じであるか､それより少

ない場合に有効であり､定数より多い場合

には無効である｡

第23粂 過半数の得票を得た候補者数が定

員を超えた場合には､得票数の多い方を当

選とする｡票数が同じで当選者を確定でき

ない場合には､得票数が同じ候補者に対し

て再度投票を行う｡(第 23粂第 2項)

当選者数が定数より少ない場合に

は､不足の定数について､差額選挙の規定

に基づいて､当選 しなかった候補者の中か

ら得票数がより多い候補者を確定するか､

あるいは再度候補者を指名 して､別に選挙

を行わなければならない｡(第 23条第 3項)

第 24条 郷長 ･副郷長 ･鎮長 ･副鎮長の任

期は郷 ･民族郷 ･鎮人民代表大会各期の任

期と同じである｡任期内は原則 として異動

してはならない｡個別に異動が必要な場合

には､人民代表大会が免職を決定しなけれ

る｡代表は確定した候補者に賛成投票をす

ることもできるし､反対投票をすることも

でき､選挙弁法の規定に照らして別にその

他の者を選ぶこともでき､棄権することも

できる｡

各回の選挙で投じられた票数は､

投票人数と同じであるか､それより少ない

場合に有効であり､投票人数より多い場合

には無効となる｡

各投票所で選ばれた人数は､規

定された定数と同じであるか､それより少

ない場合に有効であり､定数より多い場合

には無効である｡

第 27条 過半数の得票を得た候補者数が

定数を超えた場合には､得票数の多い方を

当選とする｡票数が同じで当選者を確定で

きない場合には､得票数が同じ候補者に対

して再度投票を行い､得票数が多い候補者

を当選とする｡

過半数の得票を得た候補者数が

定数よりも少ない場合には､不足の定数に

ついて別に選挙を行 うO別に選挙を行うと

き､第 1回の投票で得た得票の多寡の順序

に基づいて候補者を確定し､本条例の規定

する手順で別に指名を行い､候補者を確定

する｡同級人民代表大会の決定を経て､不

足の定数についての別選挙は同期の人民代

表大会の会議で行うことができ､次回の人

民代表大会の会議で行 うこともできる｡

郷 ･民族郷 ･鎮人民代表大会の

副主席 ･副郷長 ･副鎮長の選挙を別に行 う

とき､本条例第 25条の規定に照らして､

差額数を確定 し､差額選挙を行 う｡

第 28粂 郷 ･民族郷 ･鏡の人民代表大会

主席 ･副主席 ･郷長 ･副郷長 ･鎮長 ･副鎮

長は同級人民代表大会に対して辞職願を提

出することができ､大会が辞職を受理する

か否かを決定する｡
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ばならない0本人が辞職を求めた場合には､ 郷 .民族郷 .鏡の人民代表大会

人民代表大会が辞職を静めるか否かを決定 主席 .副 主席 .郷長 .副郷長 .鎮長 .副 鎮

するO人民代表大会が辞職を瓢める以前に 長は任期内は原則として異動してはならな

職を離れてはならない0第25粂 郷 .民族郷 一鎮人民代表大会が会 いo個別に異動が必要な場合には､人民代表大会が辞職の受け入れ､もしくは免職を決定しなければならない0人民代表大会が辞職の受け入れ､もしくは免職を決定する以前に職を離れてはならない0第 29粂 郷 .民族郷 .鎮人民代表大会が

議を開催 しているとき､議長団あるいは 5会議を開催しているとき､議長団あるいは

分の 1以上の代表が連名で郷長 .副 郷長 .5分の l以上の代表が連名で､同級人民代

鎮長 .副 鎮長の罷免寮を提出することがで 表大会主席 .副 主席 .郷長 .副郷長 .鎮長

き､議長団が大会の審議に提案する0第 26条 郷長 .副郷長 .鎮長 .副鎮長に欠 ･副鎮長の罷免案を提出することができ､放漫団が大会の審議に提案するo 騒免案にははっきりと羅免の理由が記載されなければならない○罷免寮を提出された者は級長閉講もしくは全体会議に弁明憩見番を提出する権限を有する○議長団会議に審面で提出された弁明意見番は､議長団が印刷 して会議に配布するo郷 .民族郷 .鎮人民代表大会主席 一副 主席が代表職を羅免 された場合には､主席 .副 主席の職務は相応して解かれ､議長団が公告する0第 30粂 郷 .民族郷 .鎮人民代表大会主

員ができたときには､郷 .民族郷 .鎮人民 席 .副 主席 .郷長 .副 郷長 .鎮長 .副鎮長

代表大会を招集し補欠選挙を行わなければ の補欠選挙には､必ず人民代表大会を招集

ならない○補欠選挙に際しては､候補音数 しなければならないo補欠選挙に際しては､

は定数より多くすることもでき､定数と同 候補者数は定数より多くすることもでき､

数とすることもできる○補欠選挙の形式は､ 定数と同数とすることもできるo補欠選挙

郷 .民族郷 .鏡の人民代表大会が欽定するoの形式は､同級人民代表大会が決定するo

第 5章 郷 .民族郷 .鎮人民代表大会の代 第 6草 郷 .民族郷 .鎮人民代表大会の代
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第27粂 郷 ･民族郷 ･鎮人民代表大会の定

数と代表の選挙は､｢中華人民共和国全国

人民代表大会および地方各級人民代表大会

選挙法｣および ｢北京市区 ･県 ･郷 ･鎮人

民代表大会代表選挙実施細則｣の規定に基

づいて執り行 う｡

(なし)

第 30粂 郷 ｡民族郷 ･鎮人民代表大会代

表は､人民代表大会の会議に出席 しなけれ

ばならず､病気もしくはその他の特殊な原

因で出席できない者は､休暇を願いでなけ

ればならない｡

第 31条 郷 ･民族郷 ･鎮人民代表大会代

表は､人民代表大会の会議に出席し代表の

職務を執行するとき､必要な物質的な便宜

または補助を得るものとし､必要な費用は

郷 ･民族郷 ･鎮の財政から支出される｡

第 33条 郷 ･民族郷 ･鎮人民代表大会代

表は､選挙民と密接なつながりを保ち､法

律と政策を宣伝 し､郷 ･民族郷 ･鎮人民政

府が業務を推進するのに協力するとともに､

第 31条 郷 ･民族郷 ･鎮人民代表大会代

表の定数の確定と代表の選挙は､｢中華人

民共和国全国人民代表大会および地方各級

人民代表大会選挙法｣および ｢北京市区 ･

県 ･郷 ･鎮人民代表大会代表選挙実施細

則｣の規定に基づいて処理する｡

第 34粂 郷 ･民族郷 ･鎮人民代表大会代

が､.もし逮捕され､刑事裁判の被告となり､

あるいは法律の規定するその他の人格的自

由を制限する措置をとられた場合､執行機

関は即刻郷 ･民族郷 ･鎮人民代表大会に報

告しなければならない｡

第 35条 郷 ･民族郷 ･鎮人民代表大会代

表は､同級人民代表大会の会議に出席しな

ければならない｡病気もしくはその他の特

殊な原因で出席できない者は､必ず主席あ

るいは副主席に対して書面で休暇を願いで

なければならなず､主席あるいは副主席は

大会議長団に報告する｡許可を受けずに 2

度同級人民代表大会の会議に出席しなかっ

た代表は､代表資格を失う｡

第 36条 郷 ･民族郷 ･鎮人民代表大会代

表は､人民代表大会の会議に出席し代表の

職務を執行するとき､その所属単位は必ず

時間保障､通常出勤扱い､享受獲得すべき

給与およびその他の待遇を与えなければな

らない｡

代表が代表の職務を執行すると

き ､実際の状況に基づいて､適切な補助

を与えることができる｡

代表の活動に必要な費用は､同

級の財政予算から支出される｡

第 38条 郷 ･民族郷 ･鎮人民代表大会代

表は､選挙民と密接なっながりを保ち､法

律と政策を宣伝 し､同級人民政府が業務を

推進するのに協力するとともに､人民代表
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人民代表大会および人民政府に大衆の意見 大会および人民政府に大衆の意見と要求を

と要求を反映させなければならないo(第 33反映させなければならないo

条第 1項) 郷 .民族郷 .鏡は､人民代表大 郷 .民族郷 .鎮人民代表大会代表は閉会期間には代表小委員会を設置し､代表の活動を展開する0第 39条 郷 .民族郷 .鏡は､人民代表大

会代表が選挙民と連絡をとれる制度および 会代表が選挙民と連絡をとれる制度および

議長団常務主席 .同級の人民政府指導者が 議長団主席 .副 主席および同級人民政府指

代表と連絡をとれる制度を設置しなければ 尊者が代表と連絡をとれる制度を設置しな

ならない○(第33粂第 2項) ければならないo

第 6牽 附則 第7牽 附則
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【資料 33

1989年 ｢北京市郷 ･民族琴 ･鎮人民代表大会組織条例｣(試訳)

(1989年 9月21日北京市第 9期人民代表大会常務委員会第 13回会議で採択)

目次

第 1章 総則

第 2章 郷 ･民族郷 ･鎮人民代表大会の職権

第 3章 郷 ･民族郷 ･鎮人民代表大会の会議

第 4章 郷長 ･副 郷長 ･鎮長 ･副 鎮長の選挙 ･羅免および補欠選挙

第 5章 郷 ･民族郷 ･鎮人民代表大会の代表

第 6章 附則

第 1車 線則

第 1条 郷 ･民族郷 ･鎮人民代表大会制度の建設を強化するため､｢中華人民共和国悪法｣

および ｢中華人民共和国地方各級人民代表大会および地方各級人民政府組織法｣の関連

規定に基づき､本市県の具体状況を加味 して､本条例を制定する｡

第 2粂 郷 ･民族郷 ･鎮人民代表大会は基層の国家権力機関であ り､民主集中制の原則

を実行するo

郷 ･民族郷 ･鎮人民代表大会は選挙民の直接選挙により組織 され､人民に対 して

寮任を負い､人民の監督を受ける｡

郷 ･民族郷 ･鎮人民政府は､郷 ･民族郷 ･鎮人民代表大会による選挙によって成

立 し､同級人民代表大会に対 して責任を負い､その監督を受けるO

第 3条 郷 ･民族郷 ･鎮人民代表大会の毎期の任期は 3年である｡

第 2牽 郷 ･民族郷 ･鎮人民代表大会の職権

第 4粂 郷 ･民族郷 ･鎮人民代表大会は以下に記載する職権を行使する｡

(1)当該行政区域内において憲法の実施を保証 し､法律 ･行政法規 ･本市の地方

的法規 ･行政規定および上級人民代表大会および常務委員会決議の遵守 と執行を保証す

ること｡

(2)職権の範囲内で決議を採択 し公布すること｡

(3)国家計画にしたがって､当該行政区域内の経済建設 ･文化建設および公共事

業建設の計画を審査 し決定すること｡

(4)当該行政区域内の財政予算および予算執行状況の報告を審査 し批准すること｡

(5)当該行政区域内の経済 ･民政 ･治安 ･教育 ･文化 ･衛生 ･計画出産 ･村鎮建

設などの業務の うち重大な事項を討論 し欽定すること｡

(6)郷長 ･副 郷長 ･鎮長 ･副 鎮長を選挙すること｡

(7)郷 ･民族郷 ･鎮人民政府の業務報告を聴取 し審査すること｡

(8)郷 ･民族郷 ･鎮人民政府の不適当な決定および命令を取 り消すこと｡

(9)社会主義全人民所有の財産および勤労大衆集団所有の財産を保護 し､市民の

私的所有の合法的財産を保護 し､社会秩序を維持 し､市民の人格的権利 ･民主的権利お
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よびその他の権利を保障すること｡

(10)集団経済組織の合法的権益を保護 し､農相請負経営戸 ･私営企業 ･個人工商

業の合法的権益を保護すること｡

(ll)少数民族の権利を保護すること｡

(12)憲法と法律が女性に賦与 した男女平等 ･同-労働同-貸金および婚姻自由な

ど各項 目の権利を保障すること｡

民族郷と少数民族が集住する郷 ･鏡の人民代表大会が職権を行使するとき､民族の

特徴に適合 した具体的措置をとらなければならない｡

第 5粂 郷 ･民族郷 ･鎮人民代表大会は､法律により､郷長 ･副 郷長 ･鎮長 ･副 鎮長を

罷免する権限を有する｡

第 3牽 郷 ･民族郷 ･鎮人民代表大会の会故

第 6粂 郷 ･民族郷 ･鎮人民代表大会の会藩は､半年ごとに少なくとも 】回開催するO

鯨年の第 1回日の会議は 3月末までに開催されなければならない｡

各期の郷 ･民族郷 ･鎮人民代表大会の第 1回会議は､同期の人民代表大会代表

選挙が終了した後､2カ月以内に開催される｡

第 7条 郷 ･民族郷 ･鎮人民代表大会の会講は､必ず 3分の 2以上の代表が出席 しては

じめて開催される｡

第 8粂 郷 ･民族郷 ･鎮人民代表大会の会議は､議長団が招鵜 し主宰する.

各期の郷 ･民族郷 ･鎮人民代表大会第 1回会議は､前-期の人民代表大会級長団

が招集するム

5分の 1以上の代表の提案を経て､議長団は臨時に郷 ･民族郷 ･鎮人民代表大会

の会議を招集することができる｡

第 9粂 郷 ･民族郷 ･鎮人民代表大会は各回の会議に際 して予備会議を開催 し､当該回

の議事 日程およびその他の準備事項を決定する｡

各期の人民代表大会第 1回会議の予備会議は､前…期人民代表大会議長団が主

宰する｡

第 10粂 郷 ･民族郷 ･鎮人民代表大会議長団は､各期の人民代表大会第 1回会議の予備

会誌で選挙によって選出される｡同期の人民代表大会の任期内に､予備会議の議決を経

て､議長団の個別調整をすることができる｡

議長団は原則的に 5人から9人で構成される｡

第 11･条 郷 ･民族郷 ･鎮人民代表大会議長団には常務主席 1名を置き､議長団がその構

成員の中から推選によって選出する｡常務主席は議長団会議を招集 し主宰するとともに､

大会期間中の日常業務に責任を負 う｡

郷長 ･高り郷長 ･鎮長 ･副 鎮長は常務主席を兼任 してはならないo

業務の必要と実際の状況に基づいて､郷 ･民族郷 ･鎮人民代表大会議長団は秘

書 l名を設置することができ､常務主席が日常事務を処理するのを助ける｡

第 12条 郷 ･民族郷 ･鎮人民代表大会が会議を開催するとき､議長団および郷 ･民族郷

･鎮人民政府は､同級の人民代表大会の職権の範囲に属する試案を提出することができ､

議長団が人民代表大会の会議に擾起 し審議に付することを決定する0
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郷 ･民族郷 ･鎮人民代表大会代表は5名以上での連名で当該級の人民代表大会

の職権の範囲に属する議案を提出することができ､議長団が会議の議事日程に組み込む

か否かを決定する｡

人民代表大会に対して提出された議案で､大会の裁決に付される前に､議案提

出者が撤回を求めたものについては､当該議案に対する審議は即時に停止される｡

第 13粂 郷 ･民族郷 ･鎮人民代表大会の各議案に対する審議は､大会の全体会議で行わ

れる｡代表の人数が比較的多い場合には､小委員会で議論 し､それから大会で審議する

こともできる｡

第 14条 郷 ･民族郷 ･鎮人民代表大会の決議は､全代表の過半数で議決される｡

第 15条 郷 ･民族郷 ･鎮人民代表大会の会議を開催 しているとき､代表は 10名以上の連

名で書面で郷 ･民族郷 ･鎮人民政府およびその所管の各業務部門に対して質疑案を擾出

することができ､当該機関に質疑案を回送することについては議長団が決定する｡質疑

を受けた機関は､必ず会議中に回答する責任を有する｡

代表総数が 40名以下の場合には､5分の l以上の代表の連名で質疑案を提出す

ることもできる｡

第 16条 郷 ･民族郷 ･鎮の人民代表大会が議案を審議するとき､代表は郷 ･民族郷 ･鎮

人民政府に対して質問を提起することができ､関係機関の寮任者が説明を行うO

第 17条 郷 ･民族郷 ･鎮人民代表大会代表が会議の期間中に各方面の業務に対して提出

した建議 ･批判および意見は､議長団が関係機関および組織の研究処理に付し､回答に

責任を持つ｡緊急に処理する必要があるか条件付きで処理するものについては､会議の

期間中に処理するか処理方法を提案し､代表に回答 しなければならない｡

第 18条 各期の郷 ･民族郷 ･鎮人民代表大会第 1回会議では､議長団が代表の中から指

名し､大会で議決して､代表資格審査委員会を設立する｡その職権が行使されるのは同

期人民代表大会任期が満了するまでとする｡

新期郷 ･民族郷 ･鎮人民代表大会代表が選出された後､前～期代表資格審査委

員会によって審査が行われ､前一期人民代表大会議長団に報告が提出され､議長団の審

議議決後に､新期人民代表大会第 1回会議の予備会議で公表される0

第 19条 郷 ･民族郷 ･鎮人民代表大会が会議を開催するとき､郷長 ･副郷長 ･鎮長 ･副

鎮長が会議に列席する｡その他の関係機関 ･団体の責任者は､議長団の決定を経て､会

議に列席することができる｡

列席者の人数は代表総数の2分の 1を超えてはならない｡

第 4章 郷長 ･副郷長 ･鎮長 ･副鎮長の選挙 ･罷免および補欠選挙

第 20条 郷長 ･副郷長 ･鎮長 ･副鎮長は各期の郷 ･民族郷 ･鎮人民代表大会の第 1回会

議で選挙によって選出される｡

民族郷の郷長は設立されている民族郷の少数民族の市民が担当する｡

第 21条 郷長 ･副郷長 ･鎮長 ･副鎮長の候補者は､郷 ･民族郷 ･鎮人民代表大会議長団

あるいは代表 10名以上が共同して指名するO

郷長 ･鎮長の候補者数は､原則的に 1名多くなければならず､差額選挙を行 う｡

もし指名された候補者がただ 1名の場合には､代表の真剣な討論 ･民主的協議を経て､
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等額選挙を行 うこともできる｡副 郷長 ･副 鎮長の候補者数は定数より1名から3名多く

なければならず､差額選挙を行 う｡もし指名された候補者数が上述の差額を超えた場合

には､議長団によって全候補者の名簿が全代表の醒醸 ･討論に提起され､より多数の代

表の意見に基づいて､正式の候補者名簿が確定される｡

第 22条 選挙は無記名投票方式を採用する｡代表は確定した候補者に賛成投票をするこ

ともできるし､反対投票をすることもでき､別 にその他の選挙民を選ぶこともでき､棄

権することもできる｡

各回の選挙で投 じられた票数は､投票人数 と同じであるか､それより少ない場

合に有効であり､投票人数より多い場合には無効となる｡

各投票所で選ばれた人数は､決められた定数と同じであるか､それより少ない

場合に有効であり､定数より多い場合には無効であるO

第 23粂 候補者は全代表の過半数の得票を得たとき､はじめて当選となる｡

過半数の得票を得た候補者数が定数を超えた場合には､得票数の多い方を当選

とする｡票数が同じで当選者を確定できない場合には､得票数が同じ候補者に対 して再

度投票を行 う｡

当選者数が定数より少ない場合には､不足の定数について､差額選挙の規定に

基づいて､当選 しなかった候補者の中から得票数がより多い候補者を確定するか､ある

いは再度候補者を指名 して､別 に選挙を行わなければならない｡

第 24条 郷長 ･副郷長 ･鎮長 ･副 鎮長の任期は郷 ･民族郷 ･鎮人民代表大会各期の任期

と同じであるo任期内は原則 として異動 してはならないQ個別に異動が必要な場合には､

人民代表大会が免職を決定 しなければならない｡本人が辞職を求めた場合には､人民代

表大会が辞職を認めるか否かを決定する｡人民代表大会が辞職を認める以前に職を離れ

てはならない｡

第 25粂 郷 ･民族郷 ･鎮人民代表大会が会議を開催 しているとき､議長団あるいは 5分

の 1以上の代表が連名で郷長 ･副 郷長 ･鎮長 ･副 鎮長の罷免案を提出することができ､

議長団が大会の審議に提案する｡

第 26条 郷長 ･副 郷長 ･鎮長 ･副 鎮長に欠員ができたときには､郷 ･民族郷 ･鎮人民代

表大会を招集 し補欠選挙を行わなければならない｡補欠選挙に際しては､候補者数は定

数 より多くすることもでき､定数と同数とすることもできる｡補欠選挙の形式は､郷 ･

民族郷 ･鎮の人民代表大会が決定する｡

第 5牽 郷 ･民族郷 ･鎮人民代表大会の代表

第 27条 郷 ･民族郷 ･鎮人民代表大会の定数と代表の選挙は､｢中華人民共和国全国人民

代表大会および地方各級人民代表大会選挙法｣および ｢北京市区 ･県 ･郷 ･鎮人民代表

大会代表選挙実施細則｣の規定に基づいて執 り行 う｡

第 28粂 郷 ･民族郷 ･鎮人民代表大会代表の任期は､各期の郷 ｡民族郷 ･鎮人民代表大

会が第 1回の会議を開いた時点から､次期の郷 ･民族郷 ･鎮人民代表大会が第 1回の会

議を開くまでとする｡

第 29条 郷 ･民族郷 ･鎮人民代表大会代表は､人民代表大会の会議における発言および

表決について､法律上の責任を追求されない｡
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第 30粂 郷 ･民族郷 ･鎮人民代表大会代表は､人民代表大会の会誌に出席 しなければな

らず､病気もしくはその他の畢殊な原因で出席できない者は､休暇を願いでなければな

らない｡

第 31粂 郷 ･民族郷 ･鎮人民代表大会代表は､人民代表大会の会議に出席 し代表の職務

を執行するとき､必要な物質的な便宜または補助を得るものとし､必要な費用は郷 ･民

族郷 ･鎮の財政から支出される｡

第 32粂 郷 ･民族郷 ･鎮人民代表大会代表は模範的に憲法と法律を遵守 し､国家機密を

守らなければならず､自らが参加する生産 ･業務および社会生活において､憲法と法律

の実施に協力し､人民のために服務するよう努力 しなければならない｡

第 33条 郷 ･民族郷 ･鎮人民代表大会代表は､選挙民と密接なっながりを保ち､法律と

政策を宣伝 し､郷 ･民族郷 ･鎮人民政府が業務を推進するのに協力するとともに､人民

代表大会および人民政府に大衆の意見と要求を反映させなければならない｡

郷 ･民族郷 ･鉾は､人民代表大会代表が選挙民と連絡をとれる制度および議長

団常務主席 ･同級の人民政府指導者が代表と連絡をとれる制度を設置しなければならな･

い｡

第 34条 郷 ･民族郷 ･鎮人民代表大会代表は選挙民の監督を受ける.選挙民は自己の選

出した代表を罷免する権限を有する｡代表を罷免するには､当該の選挙区の過半数の選

挙民による採決を経なければならない｡

第 35条 郷 ･民族郷 ･鎮人民代表大会代表に欠員がでた場合には､当該の選挙区の選挙

民によって補欠選挙がなされる｡

郷 ･民族郷 ･鎮人民代表大会代表が､任期内に異動あるいは当該行政区域から

移動する場合には､その代表の資格はそのまま終了する｡欠員については別に補欠選挙

を行 う｡

代表の欠員の補欠選挙にあたっては､代表候補者数は定数より多くすることも

でき､定数と同数とすることもできる｡

第 6章 附則

第 36条 本条例は 1990年 1月 1日から施行する｡

(訳 真水康樹)

注 :原文の ｢主席団｣は基本的に ｢議長団｣と訳出した｡他方､原文の ｢主席｣､｢副 主

席｣については､｢議長｣､｢副議長｣ とはせずに､｢主席｣､｢副 主席｣と訳出 した｡
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